
１　職員の任免及び職員数に関する状況

■一般行政職の級別職員数の状況（平成１９年４月１日現在）

人

人

人

人

人

人

人

※１　登米市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

※２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

■年齢別職員構成の状況（平成１９年４月１日現在）

　

　会計管理者又は部長の職務若しくは職務の複雑、困難及び責任の度が
これと同程度のものとして市長が規則で定める職務

１　本庁の次長及び支所長の職務
２　本庁の総務課長など重要な業務を所掌する課の長の職務又は職務の
複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして市長が規則で定
める職の職務

構成比

％

職員数標準的な職務内容

　定型的な業務を行う職務
10.1

87

％

13.3

％

10.7

区　　分

４級

２級

３級

１級

７級

20.7

％

1.2

％

52

10

６級

　課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度の
ものとして市長が規則で定める職の職務

１　課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のも
のとして市長が規則で定める職の職務
２　重要な職務を所掌する公所の長の業務

　高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

　係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもの
として市長が規則で定める職の職務

５級

％
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■部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

※１　[     ]内は、条例定数の合計です。

■採用・退職の状況

■役職別職員数（平成１９年４月１日現在）

合 計

13

43

217

542

471

495

133

1,914

部 長 職

次 長 職

課 長 職

課 長 補 佐 職

係 長 職

一 般 職

労 務 職

0

808 795 △ 13

△ 18

3

1,247

1,971 △ 56

696 △ 28724

73

△ 6

94

9

75

104

10

△ 10

△ 1

267

39

0

2

△ 28

290

149

272

152

研修派遣職員の増等総 務

税 務

労 働

262

8

退職に伴う欠員不補充等

事務の統廃合による減等

職 員 数

[2,157］ [           

診療業務一部縮小に伴う減等

対前年
増減数

33 30
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～
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913人
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人 人
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～
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～ ～

40歳24歳 28歳 32歳 36歳

～

44歳 48歳

～ ～ ～ ～

59歳 以上

人 人 人 人 人 人 人

39歳 55歳43歳 47歳 51歳27歳 31歳

人

35歳

180

未満 23歳

職員数
6

人 人

32 112

普
通
会
計
部
門

49

0

5

△ 3

0

44

598

160 153 200

725人

143人

133人

1,914人

平成１９年

0人

32

[2,157］

△ 3

△ 12

合　　計

水 道
　
公
営
企
業
等

会
計
部
門

小　計

そ の 他

病 院

下 水 道

主 な 増 減 理 由

事務の統廃合による減等

30人

8人

1,970人 86人

人

計

消 防 職 138人

743人 38人

3人

20人

採用者数

1,914

労 務 職 144人 11人

事 務 職 945人

４月１日現在

計

区分

小　計

教育部門

平成１８年

農 林 水 産

商 工

土 木

8

部門 平成１９年

計

42

0

民 生

衛 生

210

93

216

93

1,915

４月１日現在

585

1,219

民間等委託による減等

△ 13

0

平成１８年
区分 退職者数

34人 2人

技 術 職
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２　職員の給与の状況（公営企業職員を除く）

（１）決算の状況

■人件費の状況（平成１８年度普通会計決算）

との比較が可能となるよう設けられた統計上の会計です。

費（社会保険料の事業主負担分）などを含む経費の合計です。

■職員給与費の状況（平成１８年度普通会計決算）

Ｂ

（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況

　　　　■一般行政職

円 円

円 円

円

　　　　■技能労務職

人

人

人

人

人

人

人

人

※職員手当には、調整手当・扶養手当・住居手当・通勤手当などがあります。退職手当は含みません。

4,704,540千円

給料 給与費 B/A

職員数

Ａ

1,246人

職員手当

給与費

期末・勤勉手当

5,832千円

住民基本台帳人口

（18年度末） Ｂ／Ａ

一人当たり

17年度の人件費率

27.23％

※金額は、国の「地方財政状況調査」に基づき算出した普通会計決算額です。普通会計とは、ほかの地方公共団体

※人件費とは、職員に支給される給与・退職手当と、市長や議員など特別職に支給される給与・報酬のほか、共済

※職員数は、平成１８年４月１日現在の人数です。

7,266,692千円602,545千円

（参考）歳出額　

※実質収支とは、歳入歳出差引残額から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質的な残額です。

※人件費率とは、人件費の歳出額全体に占める割合です。

89,439人 26.15％

人件費率

計

1,959,607千円

Ａ

40,123,302千円

人件費

Ｂ

10,491,251千円530,291千円

実質収支

国 325,724 ―40歳 7月

登米市 44歳 6月 333,379 359,208

宮城県 42歳 5月 356,040

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

432,062

46歳 8月

133

47

うち　看護・介護補助

47歳 7月登米市

うち　校務・庁務

うち　運転技術

うち　調理師・調理員

その他

平均給料月額
平均給与月額

（Ａ）

参考

区　　分

公　務　員 民　　間

Ａ/Ｂ類似職種 平均年齢
平均給与月額
（Ｂ）

平均年齢 職員数

49歳 3月

50歳 3月

46歳 4月

39歳 8月 239,075円

265,275円

282,041円

21

49

8

8

324,829円

292,576円

297,838円

288,832円

278,508円

250,650円

281,250円

― ―

自家用乗用
自動車運転者 50歳 4月

― ―

299,198円

305,970円

― ―

用務員 53歳 9月 227,200円 1.35

166,800円 1.95

調理士 41歳 8月 240,500円 1.22

― ―

― ― ― ―

宮城県

国

49歳 1月

48歳 8月

381 339,454円 384,464円 ― ― ― ―

― ― ― ――－ 287,094円
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※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している（平成16～18年の３ケ年平均）

※技能労務職の種類と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

※年収ベースの「公務員(Ｃ)」及び「民間(Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された

期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

　　　■消防職

円 円

※１　「平均給料月額」とは、平成１９年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

※２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当などのすべて　　　 

　　の諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているもので

　　す。　　

■職員の初任給の状況（平成１９年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円

円

円

円

■職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成１９年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円

円

円 円 円

138,400

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

登米市 42歳 6月 307,276 334,267

－ － －

国

170,200

高　校　卒 138,400 142,800

大　学　卒 170,200 176,800

－

中　学　卒 123,900 －

高　校　卒 135,600 140,300

－

－

大　学　卒 197,400－

－

－

大　学　卒 170,200 －

宮城県

区　　　　　分 登米市 宮城県

一般行政職

技能労務職

教　育　職

経験年数２０年

－

高　校　卒 138,400 － －

区　　　　分 経験年数１０年 経験年数１５年

消　防　職

364,750

高校卒 210,713 251,740 297,886

大学卒 245,200 294,850

259,733

中学卒 254,300

高校卒 199,600

－

－

－

一般行政職

高校卒 200,000 242,100

236,300大学卒

294,200
消　防　職

－

技能労務職

高　校　卒 －

－

区分

公務員（Ｃ） 民間（Ｄ） Ｃ／Ｄ

その他

参　　　　　　　　考

年間ベース（試算値）の比較

4,885,522円 ― ―
4,995,495円 3,284,300円 1.52

登米市

4,571,421円 ―

5,319,420円 2,159,800円 2.46
4,782,436円 3,329,300円 1.44
4,047,775円 ―うち　看護・介護補助

うち　校務・庁務

うち　運転技術

うち　調理師・調理員
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■ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

※１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

※２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

■特別職の報酬等の状況（平成１９年４月１日現在）

円

（ 円 ）

円

（ 円 ）

円

（ 円 ）

円

円

円

月分

月分

※給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。                         

※退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     

勤めた場合における退職手当の見込額です。                                 

区 分 給 料 月 額 等

任期ごとに支給

給

料

（参考）類似団体における最高／最低額

市 長 882,000

平成２０年２月公表予定

副 議 長 288,000

議 長

650,000

790,000

教 育 長 617,500

980,000

副 市 長 734,700

351,000

議 員 268,000

教 育 長

議 員

報

酬

議 長 　　（１９年度支給割合）

副 議 長 3.3

期
末
手
当

市 長 　　（１９年度支給割合）

副 市 長 4.4

退
職
手
当

（算定方式） （１期の手当額）

副 市 長 任期ごとに支給

（支給時期）

市 長 給料月額×在職月数×0.44 20,697,600円 任期ごとに支給

教 育 長

給料月額×在職月数×0.26

給料月額×在職月数×0.21

9,859,200円

6,552,000円

(H18)
97.4

(H１8）
95.3

(H18)
91.7

90

95

100

105

登米市 類似団体平均 全国市平均
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■特記事項

減額措置が講じられています。

（３）職員手当の状況

■期末手当・勤勉手当

（18年度支給割合） （18年度支給割合） （18年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　5～15％ ・役職加算　5～20％ ・役職加算　5～20％

・管理職加算　なし ・管理職加算 15％～25％ ・管理職加算 10％～25％

※(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

■退職手当（平成１９年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 23.50月分 30.55月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 33.50月分 41.34月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 47.50月分 59.28月分

月分 月分 最高限度額 59.28月分 59.28月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特別加算措置（2％～20％） 定年前早期退職特別加算措置（2％～20％）

（退職時特別昇給　　　　　　なし　　　　　）

１人当たり平均支給額　　　　

千円 千円

※退職手当の１人当たり平均支給額は、１８年度に退職した職員に支給された平均額です。

■地域手当（平成１９年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

■特殊勤務手当（平成１９年４月１日現在）

千円

　円

　％

1.6

副市長

教育長

市　長

1,574 千円

１人当たり平均支給額（18年度）
―

1.45 3.00 1.45 3.00

0.75

支給額の100分の10

削減内容

※登米市市長等及び職員の給与の特例に関する条例により、市長、副市長、教育長及び管理職に対し、給与、手当の

登 米 市

1.45

0.75

3.00

1,915 千円

国

１人当たり平均支給額（18年度）

1.6 0.75 1.6

管理職手当
区　分

宮 城 県

管理職

支給額の100分の 7

支給額の100分の 5

支給額の100分の20

給　料

33.50 41.34

23.50

期　間

H18.4.1～H20.3.31

登 米 市

自己都合

最高限度額 59.28 59.28

30.55

47.50 59.28

支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

支給実績（18年度決算）

東京都千代田区 14 4 14

宮 城 県 仙 台 市 5 11 5

医 師 12 47 12

48,232

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算） 831,578

支給対象地域

 支給実績（18年度決算）

 支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算）

291,982

472,463

32.2 職員全体に占める手当支給職員の割合（18年度）

勧奨・定年

国

3,494 22,834
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　市税の徴収を主たる

　業務とする職員

　防疫作業に従事する

　職員

　右記業務に従事した

　職員

　右記業務に従事した

　職員

　右記業務に従事した

　職員

　クリーンセンター及

　び衛生センターに勤

　務する施設職員

　右記業務に従事した

　職員

(1)1回につき 300円

(2)1時間につき 100円

(3)1回につき 200円

(4)1当務につき

300円（大型機関）

200円（普通機関）

(5)1回につき 100円

病院関係

■時間外勤務手当

千円

千円

　、助産師及び技師（看護補助）が、正規

　の勤務時間による勤務の一部又は全部が

(2)深夜通信勤務等に従事したとき

(3)救急業務及び救助業務に従事したとき

(4)機関業務に従事したとき

(5)救急救命士が救急業務に従事したとき

 手当の種類（手当数）

　市立病院に勤務する看護師又は准看護師

手当の名称 主な支給対象職員

用 地 買 収

危 険 物 保 安

不 快 手 当

消防業務手当

死体処理手当

　いて緊急業務のため待機を命ぜられた場

　合に支給する

154,377　　職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算）

300円　したとき

防疫作業手当
1日につき

300円
　防疫作業に従事したとき

1日につき

1,000円

　行旅死亡人の収容、護送等の業務に従

　事したとき

1日につき

業 務 手 当 300円

　用地買収及び工作物の補償交渉のため

　の外勤事務に従事したとき

勤務1月につき

作業従事手当 2,000円

　電気事業法第43条第4項及び消防法第

　13条に規定する監督業務に従事したとき

　給料表（一）の適用者を除く）

勤務1月につき　 6,000円

火葬業務手当
死体1体につき

300円

　し尿処理、塵芥処理施設の現業に従事
　したとき

　火葬場において火葬業務に従事したとき

市長が定める額
　市立病院に勤務する医療職給料表の適用

　を受ける職員に対して支給

(1)水火災等の防御活動に従事したとき

　右記業務に従事した
  職員

内容 左記職員に対する支給単価

死体1体につき

1,000円を従事した人員で除した額

　死体処理に従事したときに支給（医療職

　事したときに支給する

待 機 手 当 勤務1回につき　1,700円

○深夜における勤務が

　　・4時間以上である場合

勤務1回につき 3,300円

　　・2時間以上4時間未満である場合

5,000円以内で院長が定める額　て照射する作業に従事した技師、看護師

　エックス線その他の放射線を人体に対し

　及び准看護師に支給する

　市立病院に勤務する医療職給料表（二）

　及び医療職給料表（三）の適用を受ける

　職員が、正規の勤務時間以外の時間にお

　支給実績（１８年度決算） 232,337

夜間看護手当

放射線取扱手当

診 療 手 当

手当の名称

税 務 手 当

死体処理手当

勤務1回につき 2,900円

　　・2時間未満である場合

勤務1回につき 2,000円

　深夜において行われる看護等の業務に従

　市税の徴収等を行うため外勤事務に従事

主な支給対象業務

13

左記職員に対する

支  給  単  価

1日につき
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■その他の手当（平成１９年４月１日現在）

○配偶者13,000円 円

○配偶者以外

①　1人につき6,000円

　　ただし、

　　・職員に配偶者がいない場合

　　　→扶養親族のうち１人について11,000円

　　・職員に扶養親族でない配偶者がある場合

　　　→扶養親族のうち１人について6,500円

②　満１５歳に達する日後の最初の４月１日から

　　満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日

　　までの間にある扶養親族たる子

　　→１人につき5,000円を加算

○23,000円以下の家賃を支払っている職員 円

　家賃－12,000円

○23,000円を超える家賃を支払っている職員

（家賃－23,000円）×1/2＋11,000円＝支給額

※ただし、27,000円を支給限度とする

○世帯主である職員が新築又は購入した住宅

　については、新築又は購入した日から５年間

　2,500円を支給

○交通機関の利用者 円

　・最も経済的・合理的な経路及び方法による

　　定期券・回数券の価格を支給

※ただし、55,000円を支給限度とする

○自動車等の使用者

　　・ 2㎞以上 5㎞未満 2,000円

　　・ 5㎞以上10㎞未満 4,100円

　　・10㎞以上15㎞未満 6,500円

　　・15㎞以上20㎞未満 8,900円

　　・20㎞以上25㎞未満 11,300円

　　・25㎞以上30㎞未満 13,700円

　　・30㎞以上35㎞未満 16,100円

　　・35㎞以上40㎞未満 18,500円

　　・40㎞以上45㎞未満 20,900円

　　・45㎞以上50㎞未満 21,800円

　　・50㎞以上55㎞未満 22,700円

　　・55㎞以上60㎞未満 23,600円

　　・60㎞以上 24,500円

○異動等で通勤が困難となり、住居を移転し 円

同居の配偶者と別居し単身で生活することを

常況とする職員に対し支給（月額23,000円）

※ただし、職員の住居と配偶者の住居との距

離が100㎞以上の場合は、距離数に応じて

6,000円から45,000円を加算した額を支給する

○１１月から３月までの５ヶ月間に分けて支給 円

　①世帯主である職員

　・扶養親族３人以上・・・・月額19,560円

　・扶養親族１人又は２人・・月額16,300円

　・扶養親族なし・・・・・・月額 9,820円

　②その他の職員・・・・・・月額 6,840円

※ただし、H19.11～H20.3については基礎額

　から14,000円を減じた額を支給

1,248

千円

千円

216,836

182,255

平均支給年額

支 給 実 績
（18年度決算）

手当名

千円

312,000

千円

206,211

千円

43,924

支 給 職 員

63,773100,379

１ 人 当 た り

（18年度決算）

42,19741,986

内容及び支給単価

扶 養 手 当

住 居 手 当

通 勤 手 当

単身赴任手当

寒 冷 地 手 当

8



○採用による欠員の補充が困難であると市長が 円

認める職に対し、月額269,300円を支給

※ただし、採用の日以後の期間の区分に応じ

　減額されていく

○管理又は監督の地位にある職員について、 円

その職務の特殊性に基づき支給。

最高額　66,400円

※ただし、H18.4.1～H20.3.31については

　２０％の減額

○病院の職員 円

・医師・・・・・・・・20,000円

・医師以外・・・・ 5,000円

○病院以外の職員

・勤務1回につき4,200円

○休日（祝日・年末年始）において正規の勤務 円

時間に勤務することを命ぜられ勤務した職員に

支給される手当

○支給額

１時間当りの給与額×(135/100)×勤務時間数

○正規の勤務時間として午後１０時から翌日の 円

午前５時までの間に勤務した職員に対し支給さ

れる手当

○支給額

１時間当たりの給与額×(25/100)×勤務時間数

○管理職手当の支給を受ける職員が、臨時又 円

は緊急の必要等により週休日又は休日等に勤

務した場合に支給される手当

○支給額

勤務１回につき6,000円～8,000円

支 給 職 員

千円

691

支 給 実 績
（18年度決算）

2,536,005

千円

96,368

１ 人 当 た り

平均支給年額

（18年度決算）

管 理 職 手 当
684,511

58,964

163,598

千円

39,977
宿 日 直 手 当

千円

手当名 内容及び支給単価

千円

初 任 給
調 整 手 当

管 理 職 員 特
別 勤 務 手 当

171,310

124,381

42,142

千円

51,370

休日勤務手当

夜間勤務手当

12,123
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２　職員の給与の状況（公営企業職員）

（１）決算の状況

■水道事業（平成１８年度決算）

　（参考）

Ｂ

※職員数は、平成１８年３月３１日現在の人数です。

（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況

　　　■企業職

円 円

※平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

（３）職員手当の状況

■期末手当・勤勉手当

（18年度支給割合） （18年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　5～15％ ・役職加算　5～20％

・管理職加算　なし ・管理職加算 15％～25％

※(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

■退職手当（平成１９年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特別加算措置（2％～20％） 定年前早期退職特別加算措置（2％～20％）

（退職時特別昇給　　　　　　なし　　　　　）

１人当たり平均支給額　　　　 １人当たり平均支給額　　　　

千円 千円

※退職手当の１人当たり平均支給額は、１８年度に退職した職員に支給された平均額です。

1.45

－ －

59.2859.28 59.28

－

47.50 59.28

30.55

41.34

47.50 59.28

33.50 41.34

23.50

登 米 市 宮 城 県 企 業 局 （ 水 道 事 業 ）

23.50 30.55

1.6 0.75 1.6 0.75

登米市 48歳 5月 356,631 381,593

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

登 米 市 宮 城 県 企 業 局 （ 水 道 事 業 ）

１人当たり平均支給額（18年度） １人当たり平均支給額（18年度）

1,769千円 1,959 千円

3.00 1.45 3.00

計 給与費 B/A

49人 209,771千円 26,954円 86,669円 323,394千円 6,600千円

Ａ 給料 職員手当 期末・勤勉手当

9.3％

職員数 給与費

3,869,216千円 260,449千円 323,393千円 8.4％

職員給与費
総費用に占める

職員給与費比率

Ａ  Ｂ　 Ｂ／Ａ める職員給与費比率

一人当たり

千円

59.28

－

総費用
純損益又は実質収支 17年度の総費用に占

33.50

千円
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■地域手当（平成１９年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

■特殊勤務手当（平成１９年４月１日現在）

千円

　円

　％

日額

・3,000円（休日,週休日）

・1,400円（その他の日）

勤務1月につき

■時間外勤務手当

千円

千円

■その他の手当（平成１９年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

464,604

97,600

68,427

　右記業務に従事
　した職員

電気事業法第43条第4項及び消防法第13条に規定
する監督業務に従事したとき 2,000円

待 機 手 当

手当の名称 主な支給対象職員

危 険 物 保 安
作業従事手当

　水道事業所に勤務
　する職員

正規の勤務時間以外における配水施設等の監視
並びに事故に対処するため待機する職員で水道
管理課長により割振命令され、これを従事した
とき

 職員全体に占める手当支給職員の割合（18年度）

 支給実績（18年度決算） 725

左記職員に対する

支  給  単  価

 手当の種類（手当数） 2

 支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算） 55,800

宮 城 県 仙 台 市 5 0

支給対象地域 支給率 支給対象職員数

東京都千代田区 14 0 14

支給実績（18年度決算） －

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算） －

宿 日 直 手 当 ﾉﾉ
千円

2,733

管 理 職 手 当 ﾉﾉ
千円

2,323

寒 冷 地 手 当 ﾉﾉ
千円

1,521 41,097

１ 人 当 た り

239,210

住 居 手 当 ﾉﾉ
千円

626 78,200

扶 養 手 当 普通会計職員に同じ

平均支給年額

（18年度決算）

7,416

千円

通 勤 手 当 ﾉﾉ
千円

3,011

手当名 内容及び支給単価
支 給 実 績
（18年度決算）

　支給実績（１８年度決算） 7,675

　　職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算） 178,488

支 給 職 員

国の制度（支給率）

5

26.5

主な支給対象業務
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３　職員の勤務時間その他勤務条件の状況

■職員の勤務時間

日曜日及び土曜日

例）保育所 業務の実情に ４週間を通じて

7:00～17:45 応じ45分 指定する８日

例）病院 業務の実情に ４週間を通じて

10:00～9:00 応じ1時間 ７日又は８日

※総合支所市民福祉課の窓口業務に従事する職員については、11:30～14:00までの間に

４５分間の休憩を取得しています。

■年次有給休暇の取得状況（平成１８年１月１日～平成１８年１２月３１日）

されます。また、付与された２０日のうち使用しなかった分を翌年に繰り越すことができます。

■時間外勤務及び休日勤務等の状況（平成１８年度）

■育児休業取得者の状況

４　職員の分限及び懲戒処分の状況

■分限処分の状況

※分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の目的から、一定の事由がある場合に、職員

の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分であり、地方公務員法第２８条及び登米市職員の分限に

関する手続及び効果に関する条例に基づき処分が行われます。

勤務実績が良くない場合

心身の故障のため職務の遂行に支障

があり、又はこれに堪えない場合

その職に必要な適格性を欠く場合

職制若しくは定数の改廃又は予算の

減少により廃職又は過員を生じた場合

刑事事件に関して起訴された場合

条例で定める事由に該当する場合

欠格条項該当

－

4人

10人 －

－ － －

－ －

－ 10人 －

－ － － 4人

－ －

免職

－

－ －－ － － －

－ －

－ －－

－

－ － －

－

計

－

新たに育児休業を取得した者

前年度から引き続いている者

0人 32人

0人 19人

※子が３歳未満の職員は育児休業又は部分休業を取得することができます。取得期間は給料が支給されません。

区分 失職

－ －－ － － －

休職 降任 降給

男性 女性

時間外・休日勤務総時間数

116,140時間

職員一人当たり勤務平均時間数

76時間

区分

週 休 日

 ４週間を平均し
 １週間当たり
 ４０時間

８時間

8:30～17:15４０時間 本庁型勤務

１日の正規の

勤 務 時 間

１週間の正規の

勤　務　時　間
勤 務 時 間

Ｂ／Ｃ

12:00～12:45

休 憩 時 間

総付与時間数 総使用時間数 対象職員数 平均取得時間数 取得率

 （保育所、病院等）
 変則型勤務

Ｂ／Ａ

51.9％

※年次有給休暇は、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第３９条の規定により、１年について２０日付与

Ａ Ｂ Ｃ

308,864時間 160,506時間 1,942人 83時間
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■懲戒処分の状況

　懲戒処分は、職員に職務上の義務違反、公務員としてふさわしくない非行がある場合に、その責任を確認し、

公務における規律と秩序を維持することを目的とする処分であり、地方公務員法第３０条及び登米市職員の懲

戒の手続及び効果に関する条例に基づき処分が行われます。

法令に違反した場合

職務上の義務に違反し又は

職務を怠った場合

全体の奉仕者たるにふさわしく

ない非行があった場合

５　職員の服務の状況

■服務の概要

　すべての職員は、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務し、職務遂行に当たっては全力で奉仕しなければ

なりません。この服務の基本原則を忠実に実行するため、職員にさまざまな義務が課せられています。

　地方公務員法の規定により、次のような職務上の義務があります。

　○法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 ○信用失墜行為の禁止

　○秘密を守る義務 ○職務に専念する義務 ○政治的行為の制限

　○争議行為等の禁止 ○営利企業等の従事制限

６　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

■研修の状況

　平成１８年度における職員の研修は「登米市人材育成方針」に基づき実施しております。

６講座開催 ＣＳ接遇研修、メンタルヘルス研修、業務改善研修他

通信制講座受講支援

宮城県市町村職員研修所 階層別研修、実務研修、ステップアップ研修、教養研修

宮城県市町村振興協会 東北六県研修、自治大学校、海外派遣研修

■勤務成績の評定の状況

　平成18年度については、課長級（行政職5級相当）以上の管理職員（医師を除く。）を対象として、勤勉手当の成績率

決定に係る勤務成績の評価を実施しました。

派 遣 研 修

区分

2,564人

213人

8人

区分

職 場 外 研 修

1人

－

自己啓発研修

職 場 研 修

3人 －

8人

内容

13人

備考受講者数

29人

1人 6人

－ 9人 4人

5人

訓告等

－ － － － － －

戒告 計免職 停職 減給
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７　職員の福祉及び利益の保護の状況

■健康管理に関する状況

　法律及び市規則の規定により、職員の健康診断等を行っております。

定期健康診断 全職員（人間ドック受診者を除く）

人間ドック ３５歳以上の希望者

胃がん検診 ３５歳以上の希望者

子宮がん検診 ２０歳以上の希望者

乳がん検診 ３０歳以上の希望者

大腸がん健診 ４０歳以上の希望者

かくたん検査 希望者

■公務災害補償制度

　職員が公務上又は通勤途上に災害にあった場合、地方公務員災害補償法に基づいて補償されます。

認定状況（平成１８年度実績）

146

87

182

145

171

487

20人 1人 21人

区分 対象者 受診者数

公 務 災 害 通 勤 災 害 計

942
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